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採 水 地 点

№ 検 査 項 目 摘　要

1 一般細菌

2 大腸菌

3 塩化物イオン

4 有機物等

5 pH値

6 味

7 臭気

8 色度

9 濁度

10 残留塩素

判　　　定

検査年月日 ～ 令和5年9月14日

検 査 機 関 可児市川合１３６番地８

令和5年9月12日

株式会社　総合保健センター

0.39 mg/L

 上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。

検 査 方 法

 №1～9 ： 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

 （平成15年7月2日　厚生労働省告示第261号）

※　残留塩素は採取者現地測定

0.5 度未満 5度以下であること。

0.1 度未満 2度以下であること。

7.2(24℃) 5.8以上8.6以下であること。

異常なし 異常でないこと。

異常なし 異常でないこと。

不検出 検出されないこと。

3.2 mg/L 200mg/L以下であること。

0.5 mg/L 3mg/L以下であること。

　川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を

今月の水質検査結果（定期検査）については、下記のとおりです。

川辺町下麻生ポンプ場

検 査 成 績 水　質　基　準　値

0 CFU/mL
1mLの検水で形成される集落数が100以
下であること。


